
第６４号議案 

 

   東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例    

 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年１１月２９日 

 

 

                    提出者 

                     東大和市長 和地 仁美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例    

 （趣旨） 

第１条 この条例は、特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関し、空家等対策

の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）

に定めるもののほか、必要な手続その他の事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）空家等 法第２条第１項に規定する空家等で、東大和市の区域内に所在する

ものをいう。 

（２）特定空家等 空家等のうち、法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

（３）管理不全空家等 空家等のうち、法第１３条第１項に規定する管理不全空家

等をいう。 

 （空家等対策計画） 

第３条 市長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第７

条第１項に規定する空家等対策計画（第８条第１項第３号において「計画」とい

う。）を定めるものとする。 

 （特定空家等及び管理不全空家等の認定） 

第４条 市長は、空家等が法第２条第２項に該当すると認めるときは、当該空家等

を特定空家等に認定することができる。 

２ 市長は、空家等が法第１３条第１項に規定する状態にあると認めるときは、当

該空家等を管理不全空家等に認定することができる。 

３ 前２項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。 

 （特定空家等及び管理不全空家等に対する措置） 

第５条 市長は、前条第１項の規定により認定された特定空家等の所有者又は管理

者（次項において「所有者等」という。）に対し、助言、指導、勧告、命令及び

代執行をしようとするときは、法第２２条の定めるところにより行うものとする。 

２ 市長は、前条第２項の規定により認定された管理不全空家等の所有者等に対し、

指導及び勧告をしようとするときは、法第１３条の定めるところにより行うもの

とする。 

 （協議会への意見聴取） 

第６条 市長は、第４条第１項及び第２項の規定による認定、法第１３条第２項並

びに法第２２条第２項、第３項、第９項及び第１０項の規定による措置、法第１

４条各項の規定による命令の請求並びに同条第１項の規定による相続財産の清算

人の選任の請求をしようとするときは、あらかじめ、東大和市空家等対策協議会



（次条に規定する東大和市空家等対策協議会をいう。次項において同じ。）の意

見を聴かなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、空家等、特定空家等又は管理不全空家等の倒壊等の

危険があり、緊急かつやむを得ないときは、市長は、東大和市空家等対策協議会

の意見を聴かないで同項に規定する認定、措置、命令の請求及び選任の請求をす

ることができる。この場合において、市長は、その旨を東大和市空家等対策協議

会に報告しなければならない。 

 （設置） 

第７条 市長の附属機関として、東大和市空家等対策協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第８条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、又は調査

して、その結果を市長に答申する。 

（１）特定空家等及び管理不全空家等の認定に関する事項 

（２）特定空家等及び管理不全空家等に対する措置に関する事項 

（３）計画に関する事項 

（４）その他空家等の管理、活用等に関する重要な事項 

２ 協議会は、空家等の対策に関する事項について市長に提案することができる。 

 （組織） 

第９条 協議会は、委員１３人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

（１）学識経験のある者 １人 

（２）法律、不動産、建築、福祉等の分野において識見を有する者 ７人以内 

（３）関係行政機関の職員 ５人以内 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 （協議会に係る他の事項） 

第１０条 第７条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し

必要な事項は、規則で定める。 

 （委任） 

第１１条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和５２年条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

  別表街づくり審査会委員の項の次に次のように加える。 

空家等対策協議

会委員 

会長 日額 １２，０００円   

委員 日額 ９，０００円  

 


